多賀城市生活困窮者自立支援事業　業務委託仕様書
第１　生活困窮者自立相談支援業務
１　業務の概要　
　　生活困窮者及び生活困窮者の家族その他の関係者からの相談に応じ、アセスメントを実施して個々の状態にあったプランを作成し、必要なサービスの提供につなげる。さらに、関係機関とのネットワークづくりと地域に不足する社会資源の開発等に取り組むもの
　なお、本事業は生活困窮者自立支援法（平成２５年法律第１０５号）に基づく事業として実施するものである。
２　委託場所　

　　多賀城市中央二丁目１番１号　多賀城市役所内
ただし、相談者への対応によっては、多賀城市役所外での業務も発生するもの

３　委託業務内容
(1) 生活困窮者の把握・相談受付
ア　生活困窮者の複合的な課題に包括的・一元的に対応する窓口を設置し、来所による相談を受け付ける。また、生活困窮者の中には自ら相談に訪れることが困難な者もいることから、自立相談支援機関は待ちの姿勢ではなく、訪問支援などを含めた対応に努める。

イ　相談受付時に、相談者の主訴を丁寧に聞き取った上で、他制度や他機関へ  つなぐことが適当かを判断（振り分け）する。

ウ　相談者への他制度等の紹介のみで対応が可能な場合や、明らかに他制度や他機関での対応が適当であると判断される場合は、情報提供や他機関へつなぐことにより対応する。その後、本人の状況について、必要に応じてつなぎ先の機関へ確認するなど、適宜フォローアップに努めるものとする。また、相談者が要保護となるおそれが高いと判断される場合には、生活保護制度に関する情報提供や助言等の措置を講じ、同制度へつなぐことが適切と判断される場合は、確実に本市福祉事務所につなげるものとする。
　なお、本人に関する個人情報を関係機関と共有するためには、本人の同意が必要であることに留意すること。また、いわゆる相談のたらい回しとならないよう関係機関と連携することが重要である。

エ　相談内容から、自立相談支援機関による支援が必要であると判断される場合は、本人から、本業務による支援プロセスに関する利用申込を受けて、その同意を得るとともに、丁寧なアセスメントを行う。アセスメントにより、本人に関する様々な情報を把握・分析した後、自立相談支援機関が継続してプランの策定等の支援を行うか、又は、他制度や他機関へつなぐことが適当かを改めて判断（スクリーニング）する。　　　　　
(2)  アセスメント・プラン策定

ア　スクリーニングの結果、自立相談支援機関による継続的な支援が妥当と判断された者については、本人へのアセスメント結果を踏まえ、本人の自立を促進するための支援方針、支援内容、本人の達成目標等を盛り込んだプランを策定する。なお、プランは本人と自立相談支援機関とが協働しながら策定するものであることから、プランの策定に当たっては、本人の意思を十分に尊重するものとする。
　なお、プランは本人と自立相談支援機関とが協働しながら策定するものであることから、プランの策定に当たっては、本人の意思を十分に尊重するものとする。

イ　プラン策定前においても、必要に応じて、緊急的な支援（住居確保給付金の支給、一時生活支援事業の利用等）や、自立相談支援機関による就労支援その他の地域における様々な社会資源を活用した各種支援が受けられるよう、必要な調整を行うものとする。

ウ　プランの内容は、自立相談支援機関が自ら実施する支援に加えて、次の(ｱ)から(ｵ)までに掲げる「法」に基づく支援、(ｶ)に掲げる他の公的事業、インフォーマルな支援等、本人の自立を促進するために必要と考えられる支援を盛り込むものとする。

　　　(ｱ) 住居確保給付金の支給

　　  (ｲ) 就労準備支援業務

　　　(ｳ) 家計改善支援業務

　　　 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)までのほか、生活困窮者の自立の促進を図るために必要な業務
　　　(ｵ) 生活福祉資金貸付事業

　　　(ｶ) 上記のほか、様々な公的事業による支援及び民生委員による見守り活動等のインフォーマルによる支援

エ　支援調整会議を開催し、プランの内容が適切なものであるか確認を行うとともに、プランに基づく支援に当たって、関係機関との役割分担等について調整を行う。

オ　本市は、支援調整会議において、(2)のウの（ｲ）及び(ｳ)の業務（以下「就労準備支援業務等」という。）が盛り込まれたプランが了承された場合には、支援決定を、(2)のウの(ｱ)、(ｵ)又は(ｶ)の業務等については支援内容の確認を行う（(ｱ)については、「住居確保給付金申請書」において、別途支援(支給)決定を行う。)。　
　なお、本市以外の自立相談支援機関にあっては、就労準備支援業務等を含まないプランが支援調整会議において了承された場合、当該プランを本市に報告する。

カ　自立相談支援機関は、支援決定又は確認を受けたプランに基づき、具体的な支援の提供等を行う。
(3) 支援の提供・モニタリング・評価・再プラン策定・終結

ア　プランに基づき、自立相談支援機関自ら支援を実施するほか、各支援機関から適切な支援を受けられるよう本人との関係形成や動機付けの促しをサポートする。

イ　各支援機関による支援が始まった後も、各支援機関との連携・調整はもとより、必要に応じて本人の状況等を把握（モニタリング）する。

ウ　定期的なプランの評価は、以下の状況を整理し、おおむね３か月、６か月、１年など本人の状況に応じ、支援調整会議において行う。

　　　(ｱ) 目標の達成状況

　　　(ｲ) 現在の状況と残された課題

　　　(ｳ) プランの終結・継続に関する、本人の希望・支援員の意見等

エ　評価の結果、支援の終結と判断された場合は、他機関へのつなぎや地域の見守りなどの必要性を検討し、必要に応じてフォローアップを行う。例えば、就職後から一定期間については、本人の状況を適宜把握し、必要に応じ本人からの相談に応ずることができる体制を整えておくことが望ましい。

オ　評価の結果、プランを見直して、支援を継続する必要があると判断された場合は、改めてアセスメントを行った上で、再度プランを策定する。
４　配置職員
(1) 主任相談支援員　１名

自立相談支援機関における相談業務全般のマネジメント、他の支援員の指導・育成、支援困難ケースへの対応など高度な相談支援を行うとともに、社会資源の開拓・連携等を行う。
　また、生活困窮者の置かれている状況や本人の意思の確認（以下「アセスメント」という。）を十分に行い、その結果を踏まえ、公共職業安定所や協力企業を始め、就労支援に関する様々な社会資源と連携を図りつつ、その状況に応じた能力開発、職業訓練、就労支援等の就労支援を行う。
(2) 相談支援員（１名以上）

生活困窮者のアセスメント、支援の種類・内容等を記載した自立支援計画（以下「プラン」という。）の作成を行い、様々な社会資源を活用しながらプランに基づく包括的な相談支援を実施するとともに、相談記録の管理や訪問支援等のアウトリーチ等を行う。
  また、生活困窮者へのアセスメント結果を踏まえ、公共職業安定所や協力企業を始め、就労支援に関する様々な社会資源と連携を図りつつ、その状況に応じた能力開発、職業訓練、就労支援等の就労支援を行う。

(3) アウトリーチ支援員（１名以上）

国及び宮城県で実施する主任相談支援員養成研修、相談支援員養成研修及び就労支援員養成研修のいずれかの研修並びに国が実施する生活困窮者自立支援制度人材養成研修におけるテーマ別研修（ひきこもり支援について）の修了者とする。ただし、当分の間は経過措置とし、支援業務に従事する中で生活困窮者自立支援制度人材養成研修を受講し修了することが望ましい。また、その他本市が実施するひきこもりやアウトリーチ支援等をテーマとした研修等に積極的に参加し、支援の質の向上を図ること。
  また、その他本市が実施するひきこもりやアウトリーチ支援等をテーマとした研修等に積極的に参加し、支援の質の向上を図ること。
５　費用負担
(1) 開設費用
委託業務に必要な庁舎内の利用にあたり、ネット回線の敷設等必要な工事を受託者で行うこととする。なお、電話機について、１機は本市で準備するが、それ以上に必要な場合は、受託者で準備すること。なお、庁舎内の利用については無償対応とする。
(2) 運営費用

　　  ア 事務所の維持管理に必要な光熱水費及び通話料（本市で準備する電話機分のみ）については、委託者の負担とする。

　　  イ 運営に係るパソコン、車両、コピー機等については受託者において準備する。

(3) その他

　 受託者が、故意又は過失により、設備等をき損し、又は滅失した場合には、委託者は受託者にその修繕等に係る費用を請求することができるものとする。
第２　就労準備支援業務
１　業務の概要
心身の不調や就労経験の不足、生活リズムが崩れている、社会との関わりに不安を抱えているなどの就労阻害要因により、直ちに就労することが困難な生活困窮者に対して、定時通所や身だしなみに関する助言による生活習慣の改善や、グループワークや交流プログラムによる社会性の向上、職場見学、ボランティア活動及びジョブトレーニングの機会の提供による就労意欲の喚起により、就労阻害要因を軽減するとともに、一般就労に向けた基礎能力を整えるための支援を実施し、就職活動を開始することができるようになることを目的として実施する。
２　委託場所
多賀城市内において本市が指定する場所
３　委託業務内容
本業務は、就労準備支援プログラムに基づき、日常生活自立に関する支援、社会自立に関する支援及び就労自立に関する支援を利用者の状況に応じて行うものである。なお、業務の実施にあたっては、自立相談支援機関によるアセスメントの結果やそれに基づく支援方針を十分に踏まえ、支援の実施状況等を適宜、自立相談支援機関と情報共有し、連携して支援を行うこと。

(1) 支援の流れ
ア　就労準備支援プログラムの作成・見直し

支援を効果的・効率的に実施するため、利用者が抱える課題や支援の目標・具体的内容を記載した就労準備支援プログラムを作成する。就労準備支援プログラムは、支援の実施状況を踏まえ、適宜見直しを行う。

イ　日常生活自立に関する支援

適正な生活習慣の形成を促すため、うがい・手洗いや規則正しい起床・就寝、バランスの取れた食事の摂取、適切な身だしなみに関する助言・指導等を行う。

ウ　社会自立に関する支援
社会的能力の形成を促すため、挨拶の励行等、基本的なコミュニケーション能力の形成に向けた支援や地域の事業所での職場見学、ボランティア活動等を行う。

エ　就労自立に関する支援
一般就労に向けた技法や知識の習得等を促すため、実際の職場での就労体験の機会の提供やビジネスマナー講習、キャリア・コンサルティング、模擬面接、履歴書の作成指導等を行う。
(2) 支援の実施期間

１年を超えない期間とする。なお、就労準備支援業務の利用終了後も一般就労につながらなかったケースなどで、自立相談支援業務のアセスメントにおいて改めて就労準備支援業務を利用することが適当と判断されたときは、業務の再利用（就労準備支援業務の支援プログラムの再作成）が可能である。

(3) 支援の対象者

就労準備支援業務は、以下のいずれかの要件に該当する者とする。

ア　次のいずれにも該当する者であること
(ｱ) 申請日の属する月における生活困窮者及び生活困窮者と同一の世帯に属する者の所得の額を合算した額が、申請日の属する年度（申請日の属する月が４月から６月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法(昭和２５年法律第２２６号)第２９５条第３項の条例で定める金額を１２で除して得た額（以下「基準額」という。）及び昭和３８年４月１日厚生省告示第１５８号（生活保護法による保護の基準を定める等の件）による住宅扶助基準に基づく額を合算した額以下であること。

(ｲ) 申請日における生活困窮者及び生活困窮者と同一の世帯に属する者の所有 する金融資産の合計額が、基準額に６を乗じて得た額以下であること。
イ　前号に該当する者に準ずる者として、次のいずれかに該当する者であること

　　　(ｱ) アの(ｱ)又は(ｲ)に該当する額のうち把握することが困難なものがあること

　　 (ｲ) アの(ｱ)に該当しない者であって、アの(ｱ)又は(ｲ)に該当するものとなるおそれがあること

　 (ｳ) 本市が就労準備支援業務による支援が必要と認める者であること
４　配置職員
　就労準備支援員（１名以上）

キャリアコンサルタント、産業カウンセラーなどの資格を有する者や就労支援事業に従事している者（従事していた者も含む。）など、生活困窮者への就労支援を適切に行うことができる人材であって、厚生労働省が実施する養成研修を受講しているものであることが望ましい。
５　委託場所について
　　本市が所管する施設を利用するものとし、基本的な施設条件は以下のとおり
　(1) 平成２６年に建築、面積は約３０坪
(2) 間取りは、事務室、待合スペース、相談室３部屋、便所２室、給湯室２室、クローゼット（鍵なし）
　(3) ＪＲ仙石線多賀城駅から徒歩で約２０分、車で約６分
　(4) 備え付けの什器は、カウンター１台、事務机６台、長机２台、椅子２１脚、下駄箱１個、ホワイトボード（可動式）１台、キャビネット３台（鍵付き）

６　費用負担
(1) 開設費用
ア　委託業務に必要な施設の利用にあたり、ネット回線や電話機は受託者で準備するものとするが、施設の現状を変更する工事は行うことができない。
イ　電話機については受託者で準備する。
(2) 運営費用

　  ア　事務所の維持管理に必要な光熱水費、通信費や通話料等については、受託者の負担とする。

　　イ　運営に係るパソコン、車両、コピー機等については受託者において準備する。
　　ウ　施設の利用については、無償対応とする。
(3) その他

受託者が、故意又は過失により、設備等をき損し、又は滅失した場合には、委託者は受託者にその修繕等に係る費用を請求することができるものとする。
第３　家計改善支援業務
１　業務の概要
　生活困窮者に対し、収入・支出その他会計の状況を適切に把握すること及び家計の改善の意欲を高めることを支援するとともに、生活に必要な資金の貸し付けあっせんを行う。家計管理に関する支援（家計表やキャッシュフロー表等の活用や出納管理の支援を行い、家計収支の均衡を図る）、滞納（家賃、税金、公共料金等）の解消や各種給付制度等の利用に向けた支援、債務整理に関する支援（多重債務者相談窓口との連携等）、貸付のあっせんを家計支援計画（家計再生プラン）に基づき総合的に実施する。
２　委託場所
　多賀城市中央二丁目１番１号　多賀城市役所内
ただし、相談者への対応によっては、多賀城市役所外での業務も発生するもの
３　委託業務内容
本業務の実施にあたっては、自立相談支援機関によるアセスメントの結果やそれに基づく支援方針を十分に踏まえ、支援の実施状況等を適宜、自立相談支援機関と情報共有し、連携して支援を行うこと。
(1) 支援内容

相談者の抱える家計に関する問題の背景にある根源的な課題を整理し、家計管理の力を高め、家計に関するプラン（家計再生プラン）を作成し、早期の生活再生を目指していくため、以下の取組を実施する。
ア　家計管理に関する支援

　　　相談者とともに、家計表やキャッシュフロー表を活用して、家計の見える化を図るとともに、家計収支の均衡を図るなどの出納管理の支援を行い、家計を相談者自らが管理できるよう支援を行う。

    イ　滞納（家賃、税金、公共料金等）の解消や各種給付制度等の利用に向けた支援

　　　アセスメント段階で聞き取った相談者の状況や家計の状況、滞納状況等を勘案して徴収免除や徴収猶予、分割納付等の可能性を検討し、本市の担当部署や事業所等との調整や申請等の支援を行う。
ウ　債務整理に関する支援（多重債務者相談窓口との連携等）

　　　多重・過剰債務等により債務整理が必要な者等に対しては、多重債務者相談窓口等と連携し、必要に応じて法律専門家へ同行して債務整理に向けた支援を行う。
エ　貸付のあっせん
相談者の家計の状況を把握し、一時的な資金貸付が必要な場合、貸付金の額や使途、家計再生の見通しなどを記載した「貸付あっせん書」を作成し、本人の家計の状況や家計再生プランなどを貸付機関と共有し、貸付の円滑・迅速な審査につなげる。
(2) 支援の流れ

ア　生活困窮者の把握、アウトリーチ

　　多重・過剰債務の相談窓口や貸付機関、本市の関係部署等との連携を図り、早期発見のためのネットワークを構築する。
　また、必要に応じ積極的に家計管理に関する講習会や出張相談等を実施するなど、対象者の早期把握に向けた取組を行う。

　イ　アセスメント

　　相談者の生活の状況と家計を見える形で示すため、家計改善支援員は、家計表の作成を通じて家計収支の状況を具体的に把握した上で、支援の方向性を検討する。併せて、就労状況、家族の課題等の必要な情報を把握する。

　ウ　家計再生プラン策定

　　アセスメントの結果を踏まえて、相談者の意向と真に解決すべき課題を整理し、生活を早期に再生させるための家計再生プランを作成する。この際には、生活再生の目標を具体的に捉えるため、家計表やキャッシュフロー表を活用する。
　なお、家計再生プランによる支援期間は原則１年とするが、相談者の状況により柔軟に対応するものとする。

　エ　支援調整会議への参加

　　 家計改善支援業務の実施に当たっては、自立相談支援機関がプランを作成することとされており、その際には、家計改善支援員も原則として自立相談支援機関が開催する支援調整会議に参加し、家計の視点から協議することが望ましい。

　オ　支援サービスの提供

　　相談者の状況に応じて、アによる支援サービスを提供する。

　カ　モニタリング

　　定期的な面談により家計の改善状況や家計管理に対する認識や意欲の向上等を確認し、自立相談支援機関との情報共有を図る。

　ケ　家計再生プランの評価

　　家計再生プラン策定時に定めた期間が終了した場合、もしくはそれ以前に本人の状況に大きな変化があった場合に、設定した目標の達成度や、支援の実施状況、支援の成果、新たな生活課題はないかなどの確認を行う。これにより、支援を終結させるか、または新たに家計再生プランを作成して支援を継続するかを判断する。

コ 貸付機関との連携

貸付機関については、生活福祉資金貸付事業を行う社会福祉協議会のほか、母子父子寡婦福祉資金等の公的貸付制度と連携する。
  なお、これらの公的貸付制度は市町村民税非課税世帯を対象とするなど対象者が限定されていることから、本業務の利用者にはこれらの対象にはならない者も含まれる。その場合、これらの公的貸付制度のほか、消費生活協同組合等の貸付事業を行う機関との連携も図りながら、利用者の一時的な資金ニーズを充足できるように支援を進めていく。
 　４　配置職員
家計改善支援員（１名以上）

原則として厚生労働省が実施する養成研修を受講し、修了証を受けていること（ただし、当分の間は、この限りでない。）、かつ、次のいずれかに該当する者等、生活困窮者への家計に関する相談支援を適切に行うことができる人材であること。

(1) 消費生活専門相談員、消費生活アドバイザー又は消費生活コンサルタントの資格を有する者

　　(2) 社会福祉士の資格を有する者

　　(3) 社会保険労務士の資格を有する者

　　(4) ファイナンシャルプランナーの資格を有する者

　　(5) その他(1)から(4)までに掲げる者と同等の能力または実務経験を有する者
５　費用負担
(1) 開設費用
委託業務に必要な庁舎内の利用にあたり、ネット回線の敷設等必要な工事を受託者で行うこととする。なお、電話機について、１機は本市で準備するが、それ以上に必要な場合は、受託者で準備すること。なお、庁舎内の利用については無償対応とする。
(2) 運営費用

　　　ア 事務所の維持管理に必要な光熱水費及び通話料については、委託者の負担とする。

　　　イ 運営に係るパソコン、車両、コピー機等については受託者において準備する。

(3) その他

受託者が、故意又は過失により、設備等をき損し、又は滅失した場合には、委託者は受託者にその修繕等に係る費用を請求することができるものとする。
第４　共通事項
　１　実施日及び実施時間
　　委託における相談業務の受付時間は、平日（土、日、祝日及び年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで）を除く）午前９時から午後４時３０分までとする。
　ただし、アウトリーチ訪問支援等においては、相談へのアクセスを向上するため、必ずしも常時又は定期的に土日祝日や時間外の相談窓口を設置している必要はなく、個別の相談ニーズに応じて土日祝日や時間外の相談対応に応じることでも差し支えない。
　なお、第２　就労準備支援事業における実施時間については、この限りではない。
２　支援調整会議
(1) 目的

支援調整会議は、プランの策定等にあたり、以下の４点を主な目的として開催するものである。

　　  ア　プランの適切性の協議
自立相談支援機関が策定したプランについて、本市及び関係機関が参加して合議のもとで適切性を判断する。プランの内容が、本人の課題解決及び目標の実現に向けて適切であるかを、自立相談支援機関以外の関係者も参画する合議体形式で協議し、判断する。

　  イ　各支援機関によるプランの共有

　　　 各支援機関が、プランの支援方針、支援内容、役割分担等について共通認識を醸成し、これを了承する。本人が抱える課題と設定した目標を共有し、各支援機関の役割を明確化する。

　  ウ　プラン終結時等の評価

　　　 プラン終結時等においては、支援の経過と成果を評価し、自立相談支援機関としての支援を終結するかどうかを検討する。

　  エ　社会資源の充足状況の把握と開発に向けた検討

　　　 本業務における目標は、生活困窮者の自立と尊厳の確保及び生活困窮者支援を通じた地域づくりであることから、個々のニーズに対応する社会資源が不足していることを把握した場合には、それらを地域の課題として認識した上で、社会資源の開発に向けた取組を検討する。

(2) 開催方法

具体的な開催方法については、相談者数や社会資源の状況など地域の実情に応じ会議開催のルールを定めるものとする。
　プランに就労準備支援業務等が含まれている場合には、本市が支援決定を行う役割を担うことから、本市担当者が支援調整会議に出席することが基本となる。

(3) 留意点

支援調整会議を効率的に開催するため、自立相談支援機関は支援調整会議を開催する前に、プランに盛り込む支援サービスの利用について、必要に応じて本市やその他の関係機関・関係者との間で調整を行う。　
３　住居確保給付金の手続き

住居確保給付金の相談・受付業務、受給中の面接業務等（本市が行う支給決定に関する事務を除く。）は、自立相談支援機関において行う。
　４　運営管理等
(1) 定例会議の開催
毎月１回以上、委託者及び受託者の職員間で全体会議を実施し、業務の経過等の情報共有を行うこと。

(2) 研修について
受託者において研修計画を作成し、相談業務のスキル向上や相談員育成に努めること。
　 (3) 緊急時の連絡

　　 不測の事態が生じたときは、速やかに委託者に連絡すること。

(4) 帳票類等の作成

相談業務にあたり、以下の帳票類の作成を行い管理すること。

ア 相談受付簿

イ 申請受付処理簿

ウ アセスメントシート、プランシート

エ 支援決定対象者管理簿 
オ その他指定する帳票類

(5) 事業経過報告

ア　委託者が指定する報告を、月末締め翌１０日に報告するものとする。
また、実績等に関する報告を求めた場合は、その都度報告することとする。

イ　本委託完了後、以下の書類を提出すること

(ｱ) 業務完了届

(ｲ) 実績報告書
５　注意事項
(1) 本業務の遂行に当たっては、委託者と連携を密にし、十分な協議を行うこと。なお、疑義が生じた場合については、委託者、受託者双方が協議し処理する。
(2) 本業務により得られたデータ及び成果品は、本市に帰属するものとし、本市  の許可なく他に使用あるいは公表してはならない。
(3) 著作権、肖像権等、他の個人・団体等の権利を侵害しないよう十分留意すること。
(4) 本業務の遂行にあたり知り得た一切の事項について、外部への漏えいがないように注意すること。また、委託者は本市が提供する資料を第三者に提供したり、目的以外に使用したりしないこと。
(5) 受託者は、本業務遂行に当たり個人情報を取扱い場合、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）を遵守すること。
(6) 業務遂行にあたって、申込み及び問い合わせについては、原則として受託者が対応することとする。また、本業務に関するクレームが発生した場合は、迅速かつ誠実な対応を行うとともに、速やかに本市に報告すること。
　受託者が対応できないクレームが発生した場合は、迅速に委託者に報告し、対応を協議すること。
(7) 原則として受託者の業務時間は、委託者の執務時間に合わせるものとし、業務時間外に業務を実施する場合には、都度、保健福祉部社会福祉課長へ許可を得ること。
(8) 受託者は、土、日、祝日及び年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで）であっても、緊急な場合には対応及び連絡が可能であるようにすること。
(9) この仕様書に定めのない事項については、委託者、受託者双方が協議の上、これを決定する。
６　その他
(1) 多賀城市は、環境マネジメントシステムを運用し、地球環境保全に取り組んでいることから、委託の範囲内において環境に配慮した事項を可能な限り実行すること。
(2) 受託者は、本業務の履行にあたり、暴力団員等による不当要求又は妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察へ通報等を行うこと。

(3) 受託者は、上記(2)により警察に通報等を行った場合には、速やかに保健福祉部社会福祉課長にその内容を書面により報告すること。

(4) 受託者が暴力団等による不当介入を受けたことにより業務に遅れが生じる等被害が生じた場合は、保健福祉部社会福祉課長と協議を行うこと。
(5) 受託者は、本業務を行うに当たり個人情報を取り扱う際は、個人情報取扱特記事項を遵守すること。
 　(6) 受託者は、本業務の処理について、その全部又は一部をほかに委託し、又は請け負わせることをしてはならないものとする。ただし、事前に書面により市の承諾を得たときは、この限りではない。
 　(7) 国のガイドラインや手引き等が新たに示された際には、新たなガイドラインや手引きに沿って事業を実施すること。
(8) 契約期間を超える支援が生じた場合で、契約期間満了後の受託者が異なるときは、次の受託者に適切な引継ぎを行うこと。
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